
新 旧

難病の患者に対する医療等に関する法律第６条第１項に規定する指定医の指定に係る高知県事務取扱要領

第１ 略

第２ 指定医の区分

略

２協力難病指定医

協力難病指定医は、診断又は治療に５年以上従事した経験を有する医師のうち、臨床調査個人票（更新用）の作成のた

めに必要なものとして都道府県知事が行う研修（指定難病の診断又は治療に関する一般的知識を修得するためのもの）を

修了している者であって、かつ、更新のための臨床調査個人票を作成するのに必要な知識と技能を有すると認められる者

とする。

第３～第７ 略

附 則

１ この要領は、令和４年４月１日から施行する。

２ 従前の様式による用紙が現にある場合は、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。

附 則

１ この要領は、令和６年７月29日から施行し、６月17日から適用する。

２ この要領の適用前の別表１に規定する専門医の資格を有する者に係る専門医の資格については、従前のとおりと

する。

難病の患者に対する医療等に関する法律第６条第１項に規定する指定医の指定に係る高知県事務取扱要領

第１ 略

第２ 指定医の区分

略

２協力難病指定医

協力難病指定医は、診断又は治療に５年以上従事した経験を有する医師のうち、臨床調査個人票（更新用）の作成のた

めに必要なものとして都道府県知事が行う研修（指定難病の診断又は治療に関する一般的知識を修得するためのもの）を

修了している者であって、かつ、更新のための臨床調査個人票を作成するのに必要な知識と技能を有すると認められる者

とすること。

第３～第７ 略

附 則

１ この要領は、令和４年４月１日から施行する。

２ 従前の様式による用紙が現にある場合は、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
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別表１

厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格

別表１

厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格

学 会 専 門 医 の 資 格 の 名 称
略 略

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 耳鼻咽喉科専門医

略 略

日本内分泌学会 内分泌代謝科（内科・小児科・産婦人科・泌尿器科・脳神経

外科）専門医

略 略

日本老年医学会 老年科専門医

略 略

日本周産期・新生児医学会 新生児専門医

母体・胎児専門医

略 略

日本専門医機構 内科専門医

略

総合診療専門医

学 会 専 門 医 の 資 格 の 名 称
略 略

日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医

略 略

日本内分泌学会 内分泌代謝科（内科・小児科・産婦人科）専門医

略 略

日本老年医学会 老年病専門医

略 略

日本周産期・新生児医学会 周産期（新生児）専門医

周産期（母体・胎児）専門医

略 略

日本専門医機構 総合内科専門医

略

消化器病専門医

循環器専門医

呼吸器専門医

血液専門医

内分泌代謝（内科・小児科・産婦人科）専門医

糖尿病専門医

腎臓専門医

肝臓専門医

アレルギー専門医

感染症専門医

老年病専門医

神経内科専門医

消化器外科専門医

呼吸器外科専門医

心臓血管外科専門医

小児外科専門医

リウマチ専門医

小児循環器専門医

小児神経専門医

小児血液・がん専門医

周産期専門医

婦人科腫瘍専門医

生殖医療専門医

頭頸部がん専門医

放射線治療専門医

放射線診断専門医

手外科専門医

脊椎脊髄外科専門医

集中治療専門医

消化器内視鏡専門医


